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第１章 実行計画の基本的事項 

 

１ 計画策定の背景 

 

地球温暖化の問題が深刻化し、世界的に平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の

上昇が観測されているほか、日本においても平均気温の上昇、豪雨、台風等の異常気

象の頻発、農作物や生態系への影響等、私たちの生活に様々な影響を与えていること

が国内外で報告されています。 

地球温暖化が進行すると、これらの影響は更に深刻化するといわれており地球温暖

化を防止することは人類共通の課題となっています。 

このような状況を受け、平成２７年（２０１５年）に採択されたパリ協定※では、

世界共通の長期目標として「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より

十分低く保つとともに、１．５℃に抑える努力を追求すること」が掲げられています。 

こうした世界の動きを受け、国では平成２７年７月に２０３０年度の温室効果ガス

排出量を平成２５年度（２０１３年度）比で２６％削減する「日本の約束草案（気候

変動対策に関する目標）」を決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

平成２８年５月には、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球

温暖化対策計画が閣議決定され、取組が推進されているところです。この計画の中で、

地方公共団体の役割として自ら率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民

の模範となることを目指すべきであるとされています。 

 また、地方公共団体は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２１条第１項の

規定に基づき、その事務・事業に関し温室効果ガスの「排出量の削減」等に取り組

むための計画である「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の策定と公表が義務

付けられています。 

 本市としましても、綾部市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定し、地

球温暖化対策に取り組んできたところであり、今回、令和２年３月末で第２次計画

が期間満了となることを受け、第３次綾部市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）を策定し、市の事務・事業から発生する温室効果ガスの削減など環境負荷の低

減を図るとともに、地球温暖化対策の取組の輪が地域社会全体へ広がるように努め

るなど、持続可能な社会を未来へ引き継ぐため、引き続き地球温暖化対策を推進し

ます。 

  

※パリ協定…地球温暖化防止を目指して、温室効果ガスの排出についての令和２年

（２０２０年）以降の各国の取り組みを決めた京都議定書（２００５

年）以来の国際的なルール 
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【地球温暖化対策の推進に関する法律】（抜粋） 

（地方公共団体実行計画）  

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画

に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の

量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公

共団体実行計画」という。）を策定するものとする。  

８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞な

く、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

１０ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実

行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガスの総排出量を含む。）を

公表しなければならない。 

 

２ 綾部市における地球温暖化対策の取組の経過 

 

本市では、豊かな自然環境の保全と快適な環境の創造及び地球環境保全を目的とし

て、平成９年３月に「綾部市環境基本条例」を制定し、同条例第８条に基づき、平成

１１年３月に「綾部市環境基本計画」、平成２６年３月には「第２次基本計画」、平成

３１年３月には「第３次基本計画」を策定しました。 

   綾部市環境基本計画の見直しを行う中で、地球温暖化防止に向けた施策の一環と

して、市が自主的に環境配慮に関する取組を進めるにあたって、方針や目標を設定

した環境マネジメントシステムの取組を推進するとともに、平成２１年３月に「綾

部市地球温暖化対策実行計画」、平成２７年４月には「第２次実行計画」を策定し、

温室効果ガス削減に努めてきました。 

第３次綾部市環境基本計画においても、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

に基づき、公共施設における地球温暖化対策の推進を掲げています。 

 

３ 計画の目的 

 

  第３次綾部市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）は、「地球温暖化対策の推進に

関する法律」第２１条第１項の規定に基づいて、市の事務・事業に関し、温室効果ガス

排出量抑制を行うことにより地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。 

 

４ 計画の対象年度及び期間 

 

  この計画の対象期間は、下記のとおりとします。 

  ○基準年度 平成３０年度（２０１８年度） 

  ○目標年度 令和６年度 （２０２４年度） 

  ○計画期間 令和２年度 （２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）まで 
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５ 第２次綾部市地球温暖化対策実行計画のとりまとめ 

 

平成２７年４月改定の第２次綾部市地球温暖化対策実行計画において、温室効果ガ

ス排出量を令和元年度（平成３１年度）までに、平成２５年度比で５％削減を目標値

としました。 

平成２７年度から令和元年度までの各排出源を合計し、５年間の平均値では平成２

５年度比で８．７％の削減を図ることができました（別表１のとおり）。 

取組内容については、従来から取り組んできた「綾部市環境マネジメントシステ 

ム」を継続し、不要な照明の消灯、冷暖房設定温度の管理、灯油使用量の削減、アイ

ドリングストップ、ごみ排出量の削減・分別の徹底、上水道使用量の削減等を実施し

ました。 

 

（１）温室効果ガスの排出実績 

 

別表１のとおり、温室効果ガス排出量が平成２５年度比で各年度４%、６%、３．

５%、８．６%、２１．３%の削減率となっており、平均で８．７%削減を図ること

ができ、令和元年度（平成３１年度）までに５％削減の目標を達成することができま

した。 

排出源別でみると、「燃料の使用」は、目標の５．５％削減に対し、各年度で目

標値以上の削減を達成し、平均で１１．４％削減となりました。 

「電気の使用」は、目標の５．５％削減に対し、令和元年度に３０．３％削減を

達成することができ、平均で８．２％削減となりました。別表２のとおり、二酸化

炭素排出量は、算出する際の温室効果ガス排出係数によって排出量に影響を受けま

すが、引き続き、削減に向けた更なる啓発・取組が必要です。 

「自動車の走行」は、目標の５％削減に対し、令和元年度に６．２％削減を達成す

ることができましたが、平均でみると２．５％削減となっています。 

「し尿処理」は、公共下水道の普及に伴い処理量が増加していることから、１０．

３％増に抑制する目標値としていましたが、令和元年度に１４．８％増となり目標を

達成することができませんでした。平均でみると１７％増となりました。 
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（２）取組の成果 

 

温室効果ガス排出量は、令和元年度までに平成２５年度比で５％削減の目標を立て、

令和元年度に２１．３％削減を達成することができました。 

平均では、８．７％削減を達成することができました。 

このことは、職員が日常業務において電気、燃料、水道等の使用量の削減に取り組

み、省エネに努めた結果であると考えています。 

しかし、削減率の増減を繰り返しており、引き続き、温室効果ガス削減に向けた取

組を推進していく必要があります。 

別表 3 のとおり、活動量別でみると、燃料使用量のガソリンは、目標の１０％削減

に対し、令和元年度に１８．７％削減を達成することができましたが、平均でみると

０．４％削減となりました。 

灯油（ストーブ）は、目標の２％削減に対し、各年度で目標値以上の削減を達成し、

平均で３５．８％削減となりました。 

灯油（その他）は、目標の５．６％削減に対し、各年度で目標値以上の削減を達成

し、平均で１１％削減となりました。 

軽油は、燃料使用料増加の最も大きな要因となっており、５％削減の目標としてい

ましたが、令和元年度に３９．４％増となり目標を達成することができませんでした。

平均でみると３２．７％の増加となりました。 

重油は、し尿収集処理施設の重油使用量の減少によって、目標の３．５％削減に対

し、各年度で目標値以上の削減を達成し、平均で２６．１％削減となりました。 

電気使用量は、目標の５％削減に対し、令和元年度に２．６％削減となり目標を達

成することができませんでしたが、平均でみると５．１％削減となりました。年度ご

とに温室効果ガス排出係数の見直し・変動がありますので温室効果ガス排出量の算出

には注意を要します（別表２のとおり）。 

自動車（公用車）の走行量は、目標の５％削減に対し、令和元年度にガソリン車で

４．５％削減、軽油車で１１．３％削減となりガソリン車については目標を達成する

ことができませんでした。平均でみるとガソリン車で０．５％増、軽油車で８．８％

削減となりました。 

下水又はし尿の処理は、公共下水道整備の進ちょくに伴い水洗化人口が増加してい

ることから、終末処理場の処理量については、２０．５％に抑制する目標としていま

した。令和元年度に２５．５％増となり目標を達成することができませんでしたが、

平均でみると１５．６％増となりました。一方、し尿処理施設の処理量については、

目標の２６．２％削減に対し、令和元年度に３２．３％削減を達成することができま

したが、平均でみると２１．２％削減となりました。 

農業集落排水及び合併処理浄化槽によるし尿及び排水の処理に伴う排出は、８．

８％増に抑制する目標に対し、令和元年度に３．９％削減となり目標を達成すること

ができました。平均でみると１．５％増となりました。 
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別表１　温室効果ガスの排出実績

平成25年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
基準年度（2013） 目標年度（201９） （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） （H27～Ｒ1平均）

燃料の使用 4,089,435 3,865,837 3,584,025 3,714,030 3,682,407 3,482,444 3,661,348 3,624,851

２５年度比
削減率（％） 5.5 12.4 9.2 10.0 14.8 10.5 11.4

電気の使用 6,254,316 5,912,874 6,278,646 5,935,372 6,232,021 5,898,299 4,359,981 5,740,864

２５年度比
削減率（％） 5.5 ▲ 0.4 5.1 0.4 5.7 30.3 8.2

自動車の走行 6,390 6,071 5,879 6,429 6,344 6,522 5,992 6,233

２５年度比
削減率（％） 5.0 8.0 ▲ 0.6 0.7 ▲ 2.1 6.2 2.5

し尿処理 313,207 345,442 372,944 370,102 364,606 364,236 359,635 366,305

２５年度比
削減率（％） ▲ 10.3 ▲ 19.1 ▲ 18.2 ▲ 16.4 ▲ 16.3 ▲ 14.8 ▲ 17.0

合　　計 10,663,349 10,130,224 10,241,494 10,025,933 10,285,377 9,751,501 8,386,957 9,738,252

２５年度比
削減率（％） 5.0 4.0 6.0 3.5 8.6 21.3 8.7

▲は増加を表します。

温室効果ガス排出量（kg-CO2）
備考

排出源
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別表２ 温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

 

関西電力（株） 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

０.０００５３１ ０.０００５０９ ０.０００５１８ ０.０００４９６ ０.０００３５２ 

 

エネサーブ（株） 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

０.０００６３４ ０.０００３６４ ０.０００４９３ ０.０００４１ ０.０００３６５ 

 

丸紅新電力（株） 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

０.０００４８２ ０.０００４１１ ０.０００３６２ ０.０００４０９ ０.０００３０８ 

 

・温室効果ガス排出係数については、環境省の「温室効果ガス排出量 算定・報告・ 

公表制度」のウェブサイトから抽出 

・排出係数はｔ-ＣＯ２／ｋWｈ換算となっているため、ｋｇ-ＣＯ２／ｋＷｈ換算の場

合は排出係数に１，０００を乗じる必要があります。 
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【温室効果ガス排出量算定方法】 

 

温室効果ガスの排出量は、ガソリン等燃料使用量、電気使用量や自動車走行量、下

水処理量、し尿処理量等の活動量※１に温室効果ガス排出係数※２を乗じて活動の種類ご

とに排出量を求め、それぞれの排出量に地球温暖化係数※３を乗じて二酸化炭素に換算

して算出しています。 

 

※１ 燃料、電気使用量や自動車走行量、下水処理量、し尿処理量等の排出活動の規

模を表す指標のことを言います。 

※２ 単位活動量当たりの温室効果ガス排出量を示すものです。 

※３ 各温室効果ガスの温室効果の強さがその種類によって異なっていることから、

二酸化炭素を１（基準）として、温室効果の強さを数値化したものです。 

 

   二酸化炭素：１（基準）  メタン：２５  一酸化二窒素：２９８ 

 

 

活動量（燃料使用量等）×温室効果ガス排出係数（単位活動量当たりの排出量） 

 

 ＝活動の種類・温室効果ガスごとの排出量×温室効果ガスごとの地球温暖化係数 

 

 ＝温室効果ガス排出量 

 

 

 （例）活動の種類：ガソリンの場合 

    活動量 53,880ℓ×温室効果ガス排出係数 2.32（二酸化炭素） 

    ＝活動の種類・温室効果ガスごとの排出量 125,001.6×地球温暖化係数 1 

    ＝温室効果ガス排出量 125,001.6ｋｇ-ＣＯ2 

 

 

参照資料：「温室効果ガス総排出量 算定方法ガイドライン」 
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別表3　活動量の実績

平成25年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
基準年度（2013） 目標年度（2019） （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） （H27～R1平均）

ガソリン 56,589 50,930 66,395 56,433 59,165 53,880 46,029 56,380

10.0 ▲ 17.3 0.3 ▲ 4.6 4.8 18.7 0.4

灯油（ストーブ） 105,253 103,148 63,862 72,923 76,492 66,120 58,351 67,550

2.0 39.3 30.7 27.3 37.2 44.6 35.8

灯油（その他） 1,361,359 1,285,123 1,207,639 1,277,003 1,227,106 1,159,676 1,184,191 1,211,123

5.6 11.3 6.2 9.9 14.8 13.0 11.0

軽油 19,624 18,643 21,389 25,672 29,683 26,060 27,364 26,034

5.0 ▲ 9.0 ▲ 30.8 ▲ 51.3 ▲ 32.8 ▲ 39.4 ▲ 32.7

Ａ重油 190,220 183,562 135,360 124,000 152,000 148,200 143,600 140,632

3.5 28.8 34.8 20.1 22.1 24.5 26.1

12,715,202 12,079,442 12,249,579 11,738,049 12,038,338 11,900,050 12,387,733 12,062,750

5.0 3.7 7.7 5.3 6.4 2.6 5.1

普通・小型乗用車 124,499 118,274 132,429 133,140 145,179 131,871 127,257 133,975

5.0 ▲ 6.4 ▲ 6.9 ▲ 16.6 ▲ 5.9 ▲ 2.2 ▲ 7.6

軽自動車 17,046 16,194 75,416 90,528 93,595 115,420 109,371 96,866

5.0 ▲ 342.4 ▲ 431.1 ▲ 449.1 ▲ 577.1 ▲ 541.6 ▲ 468.3

普通貨物車 0 0 0 0 0 0 331 66

小型貨物車 146,003 138,703 114,498 113,873 123,893 120,093 77,866 110,045

5.0 21.6 22.0 15.1 17.7 46.7 24.6

軽貨物車 336,926 320,080 255,975 283,737 279,256 261,968 246,338 265,455

5.0 24.0 15.8 17.1 22.2 26.9 21.2

特殊用途車 58,912 55,966 73,703 71,158 79,609 86,266 91,290 80,405

5.0 ▲ 25.1 ▲ 20.8 ▲ 35.1 ▲ 46.4 ▲ 55.0 ▲ 36.5

合計 683,386 649,217 652,021 692,436 721,532 715,618 652,453 686,812

5.0 4.6 ▲ 1.3 ▲ 5.6 ▲ 4.7 4.5 ▲ 0.5

普通・小型乗用車 0 0 0 0 0 0 0 0

普通貨物車 6,586 6,257 7,214 7,577 9,314 11,514 6,317 8,387

5.0 ▲ 9.5 ▲ 15.0 ▲ 41.4 ▲ 74.8 4.1 ▲ 27.3

小型貨物車 8,246 7,834 10,437 10,253 4,465 3,105 3,043 6,261

5.0 ▲ 26.6 ▲ 24.3 45.9 62.3 63.1 24.1

特殊用途車 101,284 96,220 78,864 115,446 70,330 98,282 93,586 91,302

5.0 22.1 ▲ 14.0 30.6 3.0 7.6 9.9

合計 116,116 110,310 96,515 133,276 84,109 112,901 102,946 105,949

5.0 16.9 ▲ 14.8 27.6 2.8 11.3 8.8

終末処理場 1,224,055 1,474,600 1,287,616 1,344,132 1,401,926 1,502,736 1,536,334 1,414,549

▲ 20.5 ▲ 5.2 ▲ 9.8 ▲ 14.5 ▲ 22.8 ▲ 25.5 ▲ 15.6

し尿処理施設 10,836 8,000 9,608 8,889 8,558 8,289 7,333 8,535

26.2 11.3 18.0 21.0 23.5 32.3 21.2

11,731 12,762 12,564 12,291 11,869 11,542 11,275 11,908

▲ 8.8 ▲ 7.1 ▲ 4.8 ▲ 1.2 1.6 3.9 ▲ 1.5

▲は増加を表します。

着色している箇所は平成２５年度比削減率（％）を表します。

浄化槽のし尿及び排水の処理に伴う排出（人）

自動車の走行量
　　　　（km）

ガソリン車

軽油車

下水又はし尿の処理（㎥）

電気使用量（kwh）

活動量の調査項目
活動量（単位：ℓ、kwh、km、㎥、人、t）

備考

燃料使用量（ℓ）
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６ 計画の対象範囲 

 

（１）対象とする温室効果ガス 

   本計画において対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律 

第２条第３項に示された、下記の表に示す７種類のうち、二酸化炭素（ＣＯ２）、メ

タン（ＣＨ4）及び一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の３種類を対象とします。 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふ

っ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）については、全体の排出量が少ないこと

から算定対象外とします。 

     

対象とする温室効果ガスの一覧表とそれらのガスの対象活動 

№ 温室効果ガスの種類 記号 発  生  源 

１ 二酸化炭素 ＣＯ2 
産業、民生、運輸部門などにおける電気、ガス等の使

用のほか、化石燃料の燃焼に伴い排出されます。 

２ メタン ＣＨ4 
自動車の走行時の燃料の燃焼、糞尿の分解等に伴い排

出されます。 

３ 一酸化二窒素 Ｎ2Ｏ 
自動車の走行時の燃料の燃焼、糞尿の分解等に伴い排

出されます。 

４ 
ハイドロフルオロ 

カーボン 
ＨＦＣ 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷

媒、断熱発泡剤などに使用されており、これらの廃棄

時に排出されます。 

５ 
パーフルオロ 

カーボン 
ＰＦＣ 

半導体製造用や電子部品などの不活性液体などとして

使用されています。 

６ 六ふっ化硫黄 ＳＦ6 
変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体製造用な

どとして使用されています。 

７ 三ふっ化窒素 ＮＦ３ 
半導体、ディスプレイ及び太陽電池の製造過程で使用

されています。 
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（２）対象とする範囲 

本計画は、以下に示す施設及び施設に係る組織、事務・事業を対象とします。 

また、計画期間中に対象施設の大規模な変動等があった場合は、必要な見直し 

を行うこととします。 

 

   対象施設一覧 

区 分 施   設 

市民文化系施設 

綾部会館、物部会館、栗文化センター、市民ホール 

水源の里・老富会館 

田野コミュニティセンター、高津コミュニティセンター 

桜が丘一丁目コミュニティセンター 

桜が丘二丁目コミュニティセンター 

社会教育系施設 天文館、資料館、図書館 

スポーツ・レクリ

エーション系施設 

ふるさと味あやべ工房、里山交流研修センター 

あやべ観光案内所、あやべ温泉、あやべ山の家 

奥上林研修センター 

産業系施設 綾部工業団地交流プラザ、Ｉ・Ｔビル、林業センター 

学校教育系施設 

綾部小学校、中筋小学校、豊里小学校、物部小学校、志賀小学校

吉美小学校、西八田小学校、東八田小学校、東綾小・中学校 

上林小・中学校、綾部中学校、豊里中学校、何北中学校 

八田中学校 

子育て支援施設 物部保育園、綾部幼稚園、八田幼稚園 

保健・福祉施設 
清山荘、かんばやし交流館、ふれあいの家、福祉ホール 

保健福祉センター 

行政系施設 市庁舎、上林いきいきセンター、消防庁舎、上林出張所 

供給処理施設 
クリーンセンター、衛生公苑、栗橋し尿処理施設 

工業団地水処理センター 

上水道施設 

 

下水道施設 

 

第１浄水場、第２浄水場（水道庁舎）、第３浄水場、 

各ポンプ室等電灯 

綾部浄化センター、綾部第２浄化センター 

各農業集落排水処理施設 

その他 斎場、コミュ二ティ FM 放送（FM いかる） 



 11 

第２章 目 標 

 

綾部市の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスを、 

令和６年度までに、平成３０年度比 ５％の削減目標とする。 

目標排出量 ９，２６４ｔ-ＣＯ2／年 

 

第３次綾部市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室効果ガス排出量

の削減目標は、次のとおり第２次実行計画の実績状況（別表３ 活動量の実績）や京都

府地球温暖化対策条例による削減目標値を考慮したものです。 

各項目の目標値は、別表４のとおりです。 

 

 第２次実行計画の実績状況における燃料使用量については、平成２５年度比でガソ

リン、軽油等、各種に増減がみられる中、一律５％削減の目標としました。 

 電気使用量については、引き続き、削減に努める中で５％の削減目標としました。 

自動車の走行量については、ガソリン車は平均０．５％増となっています。軽油車

については増減を繰り返し、平均８．８％削減となっている中、全ての車種において

５％削減の目標としました。 

終末処理場及びし尿処理施設の処理量のうち、公共下水道の終末処理場については、

処理量の増加により、平均１５．６％増となっていましたが、今後は人口減少等の要

因から３．２％削減の目標としました。し尿処理施設については、平均２１．２％削

減となっており、今後も公共下水道の普及に伴い減少することから２７％削減の目標

としました。 

浄化槽によるし尿及び生活排水の処理に伴う排出については、平均１．５％増とな

っていますが、浄化槽から公共下水道への接続による減少等の要因から６．４％削減

の目標としました。 
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別表４　各項目の目標値

令和６年度の目標値は、あくまで予想数値ですので変動します。

3,306 5

H３０年度
基準値

Ｒ６年度
目標値

差引
削減

（％）

燃
料
使
用
量

ガソリン ℓ 53,880 51,186 2,694

活動要因

活動量 温室効果ガス排出量（kg-CO2）

単位
H３０年度

基準値
Ｒ６年度
目標値

差引
削減

（％）

5

灯油（ストーブ） ℓ 66,120 62,814

2,887,593 144,3802,743,213

5 992

5 125,002 118,752 6,250

942 50

5

軽油 ℓ 26,060 24,757 1,303 5

Ａ重油 ℓ 148,200 140,790 7,410 5 401,622

5 67,235 3,36263,873

灯油（その他） ℓ 1,159,676 1,101,692 57,984 5

5,898,299 294,9155,603,384 5

381,541 20,081 5

kwh 11,900,050 11,305,048 595,003 5

59 5

軽自動車 km 115,420 109,649 5,771 5 786

6,594 5 1,173 1,114
普通・小型

乗用車
km 131,871 125,277

― ― ―

39747 5

普通貨物車 km ― ― ― ―

49 5

軽貨物車 km 261,968 248,870 13,098 5 1,789

6,005 5 975 926小型貨物車 km 120,093 114,088

49926 5

891,700 5

特殊用途車 km 86,266 81,953 4,313 5

―

普通貨物車 km 11,154 10,596 558 5 51

― ― ― ―
普通・小型

乗用車
km ― ― ―

48 3 5

5

特殊用途車 km 98,282 93,368 4,914

し尿処理施設 ㎥ 8,289 6,051 2,238 27

538726

小型貨物車 km 3,105 2,950 155 5 9 09

下水又は
し尿の処理

終末処理場 ㎥ 1,502,736 1,454,648 48,088 3.2 104,711

5 764

軽油

自動車の
走行量

ガソリン

975

―

電気使用量

合　計 9,751,501 9,263,926 487,575 5

249,353 233,394 15,959 6.4浄化槽のし尿及び排水の処理に伴う排出 人 11,542 10,803 739 6.4

10,172 7,426 2,746 27

101,360 3,351 3.2
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第３章  温室効果ガス排出抑制に向けた取組内容及び推進体制  

第１節  基本的事項  

１  基本的な考え方  

市役所は行政機関として各種環境施策の推進や市民・事業者への指導など  

を行うとともに、率先して環境保全に努める地域のリーダー的な役割を担っ  

ています。  

また一方では、OA 機器の使用、文書の作成、公用車の使用など、日常業  

務において大量の資源やエネルギーを消費し、大量の廃棄物を排出するなど、  

その事務・事業活動に伴い相当量の環境負荷を与えています。  

このことをふまえ、温室効果ガス排出抑制に向けた取組内容については、  

まず「綾部市役所環境マネジメントシステム」の取組を準用し、事務・事業 

における温室効果ガス排出に係る活動量の削減に努めます。  

この取組は、職員一人ひとりが事務・事業活動が環境に与える影響を把握

し、日常業務の中で改善に努めるために行うものです。  

また、契約における温室効果ガスの削減、整備機器における省エネルギー  

の促進、再生可能エネルギーの導入等も併せて取り組み、温室効果ガスの削

減に努めます。  

 

２  取組の位置づけ及び役割  

○環境基本計画に基づく行政の行動計画  

平 成 ３ １ 年 ３ 月 策 定 の 第 ３ 次 綾 部 市 環 境 基 本 計 画 に お い て 、 第 ４ 章  

第４節４の中で、環境マネジメントシステムの取組を推進するとしていま  

す。市役所が地域の１事業者・消費者としての立場から、率先して環境保  

全に取り組むものです。  

○綾部市行財政改革プラン・実施項目  

行政運営のシステム改革として取り組むものです。  

 

３  ＰＤＣＡサイクルの実践  

○Plan(計画)→Do(実行・運用)→Check(点検・評価・公表)→Action 

(見直し)のサイクル（PDCA サイクル）により、継続的な改善を図ります。 

 

  PLAN（目標設定、取組手順）  

DO（推進体制、職員啓発、運用管理）  

CHECK（点検・測定、内部監査）  

ACTION（事務局による見直し）  
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第２節  具体的な取組内容  

Ⅰ  取組の体系  

Ａ  活動量の削減  

   １  電力使用量の削減  

（1）昼休みや残業時の不要な照明の消灯  

（2）温度管理の徹底、冷暖房装置の管理の徹底  

（3）OA 機器等の待機電力の削減  

（4）クールビズ・ウォームビズの推進  

（5）グリーンカーテンの設置  

 

     ２  ボイラー用灯油使用量の削減  

（1）設定温度管理の徹底  

（2）稼働日数、時間の見直し  

 

     3 ストーブ用灯油使用量の削減  

（1）暖房設定温度管理の徹底  

（2）暖房器具の配置の工夫  

（3）使用日数、時間の見直し  

 

   ４  公用車ガソリン・軽油使用量の削減  

（1）アイドリングストップの徹底  

（2）経済速度運転の徹底  

（3）公用自転車等、別手段の活用  

 

   ５  コピー用紙購入量の削減  

（1）両面コピーの徹底  

（2）資料の簡素化  

（3）ペーパーレス化の推進  

（4）ミスコピーの防止  

（5）ミスコピーの裏面利用  

   

   ６  上水道使用量の削減  

（1）啓発プレートの作成  

（2）給水圧の適正化  

 

   ７  ごみ分別と排出量の削減  

（1）紙類及び缶、ビン、ペットボトル、埋立てごみの分別の徹底  

（2）紙類の新聞、雑誌、ダンボール等への分別の徹底  

（3）重要書類に限ったシュレッダーの使用  
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（4）指定ごみ袋の効率的使用  

  Ｂ  契約における温室効果ガス削減の取組   

１  温室効果ガス排出係数を考慮した電力契約の検討  

２  公共工事における熱帯材の使用削減  

３  グリーン購入の促進  

４  グリーン契約の促進  

 

Ｃ   省エネ設備機器の導入推進  

1   LED 照明機器の導入推進  

   ２  公用車のハイブリッドカー等エコカーの導入促進  

 

Ｄ  再生可能エネルギーの導入  

   クリーンエネルギーの活用  

 

Ⅱ  取組手順  

  目標の達成に向け、実行すべき具体的取組を以降に示します。  

Ａ  活動量の削減  

 １  電力使用量の削減  

（１）昼休みや残業時の不要な照明の消灯  

①  照明器具の点灯は、午前８時３０分からとし、昼休みは、市民に

影響のない範囲で消灯し、終業時は、すべての照明器具を消灯して

から必要なところのみ点灯する。  

②  湯沸室、トイレ等は、使用時以外の消灯を徹底する。  

③  事務局は、啓発用紙を作成し各部署のスイッチの部分に貼付する。 

④  所属長は、必要に応じ、朝礼等で消灯の励行を啓発する。  

⑤  会議時の５分前点灯を徹底する。  

（２）温度管理の徹底、冷暖房装置の管理の徹底  

①  冷暖房装置使用時、各課に設置した温度計により、毎日、始業時 

及び午後１時の室温を計測して、温度管理を徹底する。  

（冷房装置使用時２８度、暖房装置使用時２０度）  

②  太陽光等のエネルギーを効率よく利用するため、ブラインドの開

閉等もこまめに行う。  

③  効率よく空気が対流するよう室内の整理整頓に心掛ける。  

④  室温が規定に達していなくても、こまめな切り替えにより効率の  

よい運転を心掛ける。  
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（3）OA 機器等の待機電力の削減  

①  パソコンは、使用時に電源を入れることとし、作業終了後、予     

定がなければデスクトップ画面で置いておくのではなく、電源を切

る。  

②  特に昼休み等、長時間使用しない場合は、照明と同様に電源を  

切る。  

（4）クールビズ・ウォームビズの促進  

        ① 夏季は、ノーネクタイ等クールビズを促進し、冬季は、重ね着、  

上着着用等のウォームビズを促進する。  

 

２  ボイラー用灯油使用量の削減  

（1）設定温度管理の徹底  

①  冷暖房装置使用時、各課に設定した温度計により、毎日、始業 

時及び午後１時の室温を計測して、温度管理を徹底する。  

（冷房装置使用時２８度、暖房装置使用時２０度）  

②  太陽光等のエネルギーを効率よく利用するため、ブラインドの 

開閉等もこまめに行う。  

③  効率よく空気が対流するよう室内の整理整頓に心掛ける。  

（２）  稼働日数、時間の見直し  

①  総務課は、冷暖房装置のメインスイッチの稼動の日程を、実情

に応じ適性に計画する。  

 ②  総務課は、冷暖房装置稼動中、明らかに設定温度を逸脱する気 

温等になった場合は速やかにメインスイッチを切る。  

③  各課においても、日中等は、室温が規定に達していなくても、

こまめな切り替えにより効率のよい運転を心掛ける。  

 

3 ストーブ用灯油使用量の削減  

（1） 暖房設定温度管理の徹底  

①  各課に設置した温度計により、毎日、始業時及び午後１時の室温

を計測して、温度管理を徹底する。  

②  室温が２０度以上になれば、ストーブを切る。  

③  太陽光等のエネルギーを効率よく利用するため、ブラインド開閉

もこまめに行う。  

④  効率よく空気が対流するよう室内の整理整頓に心掛ける。  

（２）  暖房器具の配置の工夫  

①  各課のストーブは、暖房装置の補完となるような位置に配置し 

て使用する。  

②  室温が上昇した場合は、ストーブも確実に消す。  
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（３）  使用日数、時間の見直し  

①  総務課は、ストーブの配置を、実情に応じ適性に計画する。  

 ②  各課においても、日中等は、室温が規定に達していなくてもこ  

まめな切り替えにより効率のよい運転を心掛ける。  

 

４  公用車ガソリン・軽油使用量の削減  

（1） アイドリングストップの徹底  

①  車の運転中は、不要なアイドリングの防止に努め、待機中でも  

自動車のエンジンは切る。  

 

（2） 経済速度運転の徹底  

 ①  公用車を運転する際は、急発進の抑制及びタイヤの空気圧適正 

化等、点検・整備の励行に努め、経済速度運転を実施する。  

②  不必要な荷物を乗せて運行しない。  

  

       （3）  公用自転車の活用  

 ①  短距離の移動に際しては、なるべく徒歩や公用自転車を利用す 

る。  

 

       ５  コピー用紙購入量の削減  

（1） 両面コピーの徹底  

①  書類のコピーは、特別な場合を除いてすべて両面コピーとする。  

（2） 資料の簡素化  

①  会議資料は、出席者分のみ資料作成し余分な資料は作成しない。 

  ②  資料は、Ａ４両面印刷とし、プロジェクターやパワーポイント  

等で同様の資料を示す場合は、資料を縮小する等、工夫する。  

（3） ペーパーレス化の推進  

 ①  会議の開催時には、極力パソコン等のモバイルを活用し、ペー  

パーレス化を図る。  

（4） ミスコピーの防止  

① コピー機の設定を確認してから、作動させるよう留意する。  

（5） ミスコピーの裏面利用  

 ①  ミスコピーにより発生した用紙について、片面コピー用紙のみ 

の専用棚を設置して、ファックスの受信用紙等として使用する。  
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       ６   上水道使用量の削減  

（1） 啓発プレートの作成  

  ①   総務課は、節水の呼び掛けを行う啓発用紙を水道の蛇口付近 

に貼付する。  

②  職員は、水を流しっぱなしにすることのないよう、心掛ける。  

（2） 給水圧の適正化  

   ①  各施設の管理者は、上水道の給水圧を適正に調節し、不必要な

水量を削減する。  

 

７   ごみ分別と排出量の削減  

（1） 紙類及び缶、ビン、ペットボトル、埋立てごみの分別の徹底  

   ①  各課において、紙類と缶、ビン、ペットボトル、埋立てごみ

の削減に努めるとともに、分別を確実にするため、それぞれの

回収ボックスの設置を徹底する。  

②  ５Ｓ推進日（毎週水曜日）における職員の励行を徹底する。  

（2） 紙類の新聞、雑誌、ダンボールへの細分別  

   ①  各課の紙類の分別において、新聞、雑誌、段ボール等への分

類を徹底する。  

    ②  使用済み封筒は、何度も使用できる宛名表を記載した用紙を

貼り付けるなど、繰り返し利用する。  

（3） シュレッダーの使用は、重要書類に限る。  

   ①  シュレッダーの使用は、個人情報等真に裁断が必要な文書の 

みとする。  

（4） ごみ袋の最大使用  

①  毎日の可燃ごみ袋の使用枚数について把握し、袋が一杯にな 

るまで入れてから出す。  

（５）  資源と埋立てごみの区別の職員周知  

    ①  環境保全課が発行する「守ろうごみマナー」より、ごみの削

減とあわせて分別を徹底する。  

 

Ｂ  契約における温室効果ガス削減の取組  

１  温室効果ガス排出係数を考慮した電力契約の検討  

温室効果ガス排出係数の少ない電力会社との契約について検討する。  

２  公共工事における熱帯材の使用削減  

市が発注する工事においては、針葉樹合板やエコ製品の使用につい  

て、仕様書で明記するとともに使用拡大に努め、熱帯材（広葉樹）合  

板からの転換を進める。  

３  グリーン購入の促進  

環境負荷の少ない製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業
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者に対し調達を促進する。  

４  グリーン契約の促進  

価格に加えて環境性能を含めて評価し、最善の環境性能を有する製

品・サービスを供給する者を契約相手とするよう努める。  

 

Ｃ   省エネ設備機器の導入推進  

１  LED 照明機器の導入推進  

    段階的に、消費電力の少ない LED 照明機器への転換を図る。  

２  公用車のハイブリッドカー等エコカーの導入        

公用車の更新時に合わせて、ハイブリッドカー等のエコカーの導入  

に努める。  

 

Ｄ  再生可能エネルギーの導入  

 クリーンエネルギーの活用  

市所管施設に、太陽光発電システム等の導入に努める。  

 

Ⅲ  職員の意識啓発（活動量の削減）  

○  電力使用量、灯油使用量、コピー用紙購入量及び上水道使用量など、

取組を掲げ削減対象としている項目については、庁内ＬＡＮを活用し、

定期的に使用量などを公表し、職員に取組の成果を再認識するととも

に、意識の高揚に努める。  

 

 

第３節  取組の推進と点検・評価・公表  

 

A 活動量の削減   

１   取組の推進体制  

 本庁舎の管理担当課である総務課が各施設の管理担当課を代表してと 

りまとめを行う。本取組の推進に必要な事項については、各部課の意見 

を取り入れながら「事務局」（管理責任者：企画総務部長）において決定

するものとする。事務局は総務課内に置く。  
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 ■企画総務部長  

  本取組の管理責任者として、点検・評価結果を承認する。  

 ■総務課長  

  本取組の実行・運用状況の点検・評価を行う。  

 ■部長  

 各部内における本取組の推進・進行管理を統括する。  

■所属長  

  各課内における本取組の推進・進行管理を統括する。また、自ら取組の率

先垂範に努め、朝礼等を活用し、所属職員への意識啓発を図る。  

 ■事務局（総務課）  

  本取組の運営全般に係る事務局として、とりまとめ、見直し等を行うとと

もに、現況の公表・職員啓発などを実施し、庁内への普及啓発に努める。  

■監査員  

 本庁舎管理担当課（総務課）・環境政策担当課（環境保全課）によって構成

し、年一回、所属長立会いのもと、執務場所で取組が適正に実施されている

かを点検する。  

 

 

２  実施状況の点検・測定  

■チェックリスト  

○  職員（定期的に交代するのが望ましい）が毎日記入し、所属長の評価

（裏面）後、部長の承認を得て、事務局（総務課）に提出する。  

 

 

 

 

 

 

 

職  員  

職  員  

職  員  

職  員  

所 

属 

長 事
務
局 

（
総
務
課
長
） 

企
画
総
務
部
長 

監  査  員  

(総務課・環境保全課) 

職   員  

(毎日記入) 

所  属 長  

（月毎記入）  

事務局  

(総務課) 

部 

長 

部   長  

（月毎承認）  
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○  職員は、  

(1) 昼休み及び終業時の消灯の有無(○・×) 

(2) 昼休みの OA 機器 OFF(○・×) 

 (3) 各課の温度管理(冷暖房装置 ON なら○、OFF なら×) 

  (4) 可燃ごみ袋の使用量  

  (5) 不燃ごみ袋の使用量  

        を記入し、毎月所属長に報告する。  

 

○  所属長は、取組手順について、実施できているかどうかをチェックリ

スト裏面により評価し、記入する。  

   A よくできている   ：独自の取組を進めるなど発展的に工夫している。  

   B できている     ：取組手順のとおりできている。  

   C 普通        ：だいたい取組手順のとおりできている。  

   D できていない    ：あまり取組手順のとおりできていない。  

   E 全くできていない  ：取組手順のとおりできていない。  

※「D」又は「E」があった場合、所属長は、原因と改善のためにどのよ

うな取組をおこなったか、コメント欄に記入する。  

 

■数値目標管理表  

○  職員は、毎月の使用量をグループウェア  ファイルサービスの目標管

理表に記載し、所属長の確認を得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  総務課測定項目  

電力使用量・ボイラー用灯油使用量・ストーブ用灯油使用量・コピー

用紙購入量・上水道使用量  

 

○  各課測定項目  

公用車ガソリン使用量・公用車軽油使用量・公用車軽油 (市民貸出分 )

使用量・コピー用紙購入量・コピーカウンター記録枚数 (参考 )・可燃ご

み袋使用量・不燃ごみ袋使用量  

 

職員(庶務担当) 

毎月記入  

 

数値目標管理表  

 

所  属 長  

毎月確認  

事務局(総務課) 

確認  

庁内共有  
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■内部監査  

○  総務課及び環境保全課は、必要に応じて随時、所属長立会いのもと、

執務場所で取り組みが適正に実施されているかを点検する。監査対象課

は総務課及び環境保全課で決定する。  

 

 

B  契約における温室効果ガス削減の取組  

 

１  取組の推進体制  

電力会社との契約の見直しについては、総務課、環境保全課を中心に、  

取り組むものとし、公共工事における熱帯材の使用削減やグリーン購入、

グリーン契約の促進については、それぞれ全庁的に取り組むものとする。  

 

２  実施状況の点検・測定  

   電力会社との契約については、総務課・環境保全課で各電力会社の温室

効果ガス排出係数をチェックするなど、電力契約の見直しについて変更を

検討する。  

   公共工事における熱帯材の使用削減については、各工事実施事業課で熱

帯 材 使 用 削 減 を 盛 り 込 ん だ 契 約 内 容 等 を 結 べ た か 、 毎 年 度 点 検 す る 。  

グリーン購入とグリーン契約の推進については、実施事業課において  

  グリーン購入件数とグリーン契約の締結など、毎年度点検する。  

 

 

Ｃ   省エネ設備機器の導入促進  

 

１   取組の推進体制  

ＬＥＤ照明機器の導入推進については、庁舎管理課である総務課・環境

保全課を中心に、公用車のハイブリッドカー等エコカーの導入促進につい

ては、各公用車所有課を中心に、全庁的に取り組んでいく。  

 

２  実施状況の点検・測定  

 ＬＥＤ照明機器の導入推進については、総務課・環境保全課において、  

  対象施設にＬＥＤ照明の普及割合を毎年度点検する。  

公用車のハイブリッドカー等エコカーの導入推進については、総務課・

環境保全課において、何台のハイブリッドカー等エコカーを導入できたか、

同じく普及割合等を毎年度点検する。  
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Ｄ  再生可能エネルギーの導入  

１   取組の推進体制  

クリーンエネルギーの活用については、庁舎管理課である総務課・環境

保全課を中心に、全庁的に取り組む。  

 

２  実施状況の点検・測定  

 クリーンエネルギー活用については、総務課・環境保全課において市所

管施設への太陽光電力設置の普及割合等を点検する。  

 

Ｅ  点検及び評価結果の共有  

 本取組の実施状況や目標の達成状況等について、庁内で共有する。  

  

Ｆ  温室効果ガス排出の削減状況の公表  

  本取組による温室効果ガスの削減状況を、庁内においてはＬＡＮによって、

また外部へは市ホームページ等で公表する。  
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